
登録変更月日：２００６年１１月１５日

作物名 使用時期
本剤の使
用回数

使用回数(1) 使用回数(2) 使用方法

はくさい ３回以内 ３回以内

キャベツ
収穫14日
前まで

３回以内

ｼｸﾗﾒﾝ ー ４回以内 ５回以内 ８回以内

●作物名「こんにゃく」のｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝを含む農薬の総使用回数を「６回以内（種いもへの処理は１回以内）に変更。

使用回数(1)：8-ﾋﾄﾞﾛｷｼｷﾉﾘﾝ銅を含む農薬の総使用回数

軟腐病
散布

軟腐病

腐敗病

黒腐病

こんにゃく

レタス

軟腐病

５００倍

６００～１０００倍

１０００倍

５００倍

登録番号：農林水産省登録　第11297号

弊社登録品目「　ドーマイシン水和剤　」が１１月１５日
付けで、下記のように登録内容が変更されました。

登録変更のお知らせ

商品名：ドーマイシン水和剤

ドーマイシン水和剤

サンケイ化学　農薬登録情報

有効成分：8-ﾋﾄﾞﾛｷｼｷﾉﾘﾝ銅・・・40.0%    ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩・・・6.3%(銅として5.0%)

サンケイ化学㈱営業企画部

ＴＥＬ：０９９－２６８－７５８８

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法

(サンケイ化学㈱登録)

登録要項変更内容

使用回数(2)：ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝを含む農薬の総使用回数

適用病害虫名 希釈倍数

腐敗病

葉枯病

●作物名「みかん」を削除

８回以内

５回以内

６回以内
(種いもへの
処理は１回
以内)

２回以内

収穫30日
前まで

収穫21日
前まで

６回以内

２回以内

●作物名「はくさい」の本剤及びｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝを含む農薬の総使用回数を「３回以内」に変更。


